
 

  

参考資料６ 

沿岸域の管理法制 

沿岸域を対象とした管理法制は多岐にわたる。 

海域の利用および環境保全に関する主なものは、次図のとおり。 

 

  

港則法 
海上交通安全法 
海上運送法 
海上衝突予防法 
危険物船舶運送及び貯蔵規則 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

水産基本法 
漁業法 
水産資源保護法 
海洋水産資源開発促進法 
沿岸漁場整備開発法 

（漁業関係） 

漁港漁場整備法 

広域臨海環境整備センター法 

港湾法 

（廃棄物・海洋） 

水際線 

領海及び接続水域に関する法律 

注）この図は海域の利用及び保全に関係する代表的な法律を取り上げて整理したもので、全ての法律を 
  網羅したものでなく、表現も厳密な法的解釈によるものではない。 

陸域 海域 

公有水面埋立法 

砂防法         河川法         海岸法 

環境基本法 
海洋基本法 
生物多様性基本法 
自然再生推進法 
自然環境保全法 
自然公園法 
環境影響評価法 
水質汚濁防止法 
下水道法 
瀬戸内海環境保全特別措置法 
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 

都市計画法 
森林法 
農地法 
土地改良法 
工場立地法 

国土形成計画法 
国土利用計画法 

採石法            砂利採取法 
鉱業法 

大阪湾臨海地域開発整備法 
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（海上交通） 

（鉱物資源） 

（土地利用） 

（国土総合利用） 

（環境保全等） 

（国土保全） 
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